
 

 

 

専門職 による 

 
 

 
 
 
 
 

  
例えば次のようなお困りごとに… 

 
財産 に関すること ○判断能力が不十分で自分でお金の管理ができない。 

 ○訪問販売や悪質商法の被害を頻繁に受けている。 

契約 に関すること ○施設の入所を考えているが、一人で決めることが不安。 

将来 に関すること ○自分に何かあった時に障害のある息子の生活が心配…。 

 ○身寄りがないので今後のことが不安…。 

制度 に関すること ○成年後見制度を利用したいが手続きが難しそう…。 

 

平成２８年度 時間は、いずれも 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

１０月２６日（水） 

５月２７日（金） 

１２月１９日（月） 

あなたの相談に 法律・福祉の専門家 が応じます。 

成年後見・くらし なんでも 
 

成年後見制度（任意後見制度を含む）に経験豊富な弁護士・ 

司法書士・社会福祉士の専門職による巡回相談です。 

 「無料」 で相談に応じます。 

超高齢社会を迎えた現代、お気軽にお越しください。 
相 

談
会

  

相談内容 

【問い合わせ】  西播磨成年後見支援センター （社会福祉法人たつの市社会福祉協議会内）  

                〈住所〉 たつの市揖保川町正條 279-1 たつの市揖保川総合支所内 

TEL ０７９１-７２-７２９４（代）  FAX ０７９１-７２-７２２４ 
 

支援地域：西播磨４市３町（相生市・赤穂市・宍粟市・たつの市・太子町・上郡町・佐用町） 

 

会場・担当専門職 
等は、裏面をご覧 
ください。 

宍粟市 

佐用町 

上郡町 

太子町 相生市 

赤穂市 

市町別 開催日 

１１月２８日（月） 

６月２８日（火） 

１月２５日（水） 

７月２７日（水） 

２月２２日（水） 

８月２９日（月） 

３月２４日（金） 

９月２７日（火） 



 

 

年 月日 市町 会場 専門職 

平成２８年 ５月 ２７日 （金） 相生市 
相生市立総合福祉会館   

１階 101 研修室 
社会福祉士 宮崎正行  

  ６月 ２８日 （火） 赤穂市 
赤穂市総合福祉会館 

２階 技能習得室２ 
司法書士 中林善実 

  ７月 ２７日 （水） 宍粟市 
宍粟防災センター 

  ４階 会議室１ 
弁護士 岡崎  晃 

  ８月 ２９日 （月） たつの市 
たつの市揖保川総合支所 

  １階 相談室 
社会福祉士 宮崎正行  

  ９月 ２７日 （火） 太子町 
太子町役場 

行政棟 A301 会議室 
司法書士 中林善実 

  １０月 ２６日 （水） 上郡町 
上郡町役場 

第２庁舎 ２階小会議室 
弁護士 岡崎  晃 

  １１月 ２８日 （月） 佐用町 
佐用町役場 

西館１階 相談室 
社会福祉士 宮崎正行  

  １２月 １９日 （月） 相生市 
相生市立総合福祉会館 

  １階 101 研修室 
司法書士 中林善実 

平成２９年 １月 ２５日 （水） 赤穂市 
赤穂市総合福祉会館 

  ２階 技能習得室２ 
弁護士 岡崎  晃 

  ２月 ２２日 （水） 宍粟市 
宍粟防災センター 

  ４階 会議室１ 
社会福祉士 宮崎正行  

  ３月 ２４日 （金） たつの市 
たつの市揖保川総合支所 

  １階 相談室 
司法書士 中林善実 

 

西播磨成年後見支援センターは、こんな役割を担います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※みなさんの住む地域には、身近な窓口として行政（地域包括支援センター等）や社協があります。 

普及・啓発  手続き支援  

相談  市民後見人 養成・支援 

○住民の方、あるいは地域の福祉活動に従事する方や

福祉サービス関係機関に対して「成年後見制度」の

理解を深めるための講演会等を行います。 

○成年後見支援センターの役割 

や「成年後見制度」を知って 

いただくためのパンフレット等 

を作成し、広く周知します。 

○「成年後見制度」の利用が必要な方やそのご家族・

関係機関のみなさんが制度の利用をしやすくなるよ

う、当該市町行政・社協、 

法律に関する関係機関等と連 

携を図りながら、解決に向けた 

支援を行います。 

○成年後見制度利用者の生活を身近な立場で支援

する「市民後見人」の養成、また、安心した後見活

動の支援を行います。 
 

※市民後見人とは… 

親族や専門職以外の市民による 

後見人で、身近な立場で支援す 

る新たな担い手となる方です。 

○判断能力に不安がある方の生活や財産管理に関す

る困りごとについて相談に応じ、今後の方向性を共に

考えていきます。 

○専門的な相談窓口として専門職 

による相談所を４市３町巡回で開 

設し、専門相談に応じます。 

平成２８年度 専門職相談日程表 


